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次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画 

 

 従業員が仕事と子育てを両立させることができ、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環

境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

。 

 

１．計画期間  2025 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日までの 2 年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●    令和７年 4 月～ 各部門への周知徹底（部門長会）実施 

 ●    令和７年 7 月～ 全従業員へ周知徹底（全体会）実施 

●    令和 8 年 1 月～ 全従業員へ周知徹底（全体会）実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●    令和 7 年 4 月～ 各部門への周知徹底（部門長会）実施 

 ●    令和 7 年 7 月～ 全従業員へ周知徹底（全体会）実施 

 ●    令和 8 年 1 月～ 全従業員へ周知徹底（全体会）実施 

 

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

    男性従業員・・・取得率を 10％以上にすること 

    女性従業員・・・取得率を 80％以上にすること 

 

目標 2：計画期間内に従業員一人当たり月時間外労働時間の 5％削減を目指す。 

 


